
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

  
  

 

 
  
  

 
  
   
  

 

 



 
 

４．指定区域内の要件 

市街化調整区域の地域コミュニティの活性化を図るため、平成３０年４月１日から規制緩和区

域を設けて開発行為等の規制を次のとおり緩和しています。なお、規制緩和区域は天童市の公式

ホームページの「天童市地図情報」等から確認できます。 

表 規制緩和区域内で建築できる建築物等及び要件 

      用途 

 

 

 

 

項目       

戸建住宅 

 

 

店舗等兼用住宅 

 

宅地分譲 

 

 

共同住宅 

 

緩
和
区
域
の
区
分 

市街化隣接・ 

近接区域 
〇 〇 〇 〇 

既存集落区域 〇 〇 〇 × 

拠点集落区域 〇 〇 〇 〇 

要
件 

敷地面積 

原則として 

200 ㎡以上 

500 ㎡未満 

原則として 

200 ㎡以上 

500 ㎡未満 

１区画 

200 ㎡以上 

 

開発区域 

3,000 ㎡未満 

建蔽率 70％ 70％ 60％ 60％ 

容積率 200％ 200％ 100％ 100％ 

外壁後退距離 - - 1.0m 以上 1.0m 以上 

絶対高さ制限 12m 以下 12m 以下 12m 以下 12m 以下 

道路

斜線 

適用 

距離 
20m 20m 20m 20m 

勾配 1.5 1.5 1.25 1.25 

隣地

斜線 

立上 

がり 
- - - - 

勾配 - - - - 

北側

斜線 

立上 

がり 
- - 5m 5m 

勾配 - - 1.25 1.25 

その他要件 

 延床面積の 50%

以上が居住用、

かつ店舗等の床

面積が50㎡以下 

農地転用する場合

は、期間内での建築

を条件に付す 

 

 

 

 

お問い合わせ 

天童市 建設部 都市計画課 計画係 
〒994-8510 山形県天童市老野森一丁目 1 番 1号 023-654-1111（内線 423） 


